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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するための方法であって、
　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視することと、
　前記監視されたデータトラフィックに基づいて、低い総データトラフィックの期間を識
別することと、
　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に前記監視されたデータトラフ
ィックにおいて観測されたかどうかを、低い総データトラフィックの前記識別された期間
中に判定することと、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記監視されたデータトラフィックにおいて観
測されたかどうかを判定することに基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態
で動作するべきかどうかを決定することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に前記監視されたデー
タトラフィックにおいて観測されたかどうかを判定することは、
　前記種類のデータトラフィックを識別するために、１つまたは複数のデータトラフィッ
ク接続識別（ＣＩＤ）を調べること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記第１の低電力状態は、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数のコンポー
ネントがパワーダウンされる低電力状態を備え、
　前記第２の低電力状態は、前記第１の低電力状態においてパワーダウンされた前記１つ
または複数のコンポーネントに加えて、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数
のコンポーネントがパワーダウンされる、前記第１の低電力状態よりも深い低電力状態を
備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記特定の種類のデータトラフィックが、管理またはメンテナンス目的のどちらのため
でもないトラフィックを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記監視されたデータトラフィックにおいて観
測されたかどうかを判定することに基づいて、前記第１の低電力状態または前記第２の低
電力状態で動作するべきかどうかを決定することは、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測された場合に、
前記第１の低電力状態で動作するように決定することか、または、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測されない場合に
、前記第２の低電力状態で動作するように決定すること、
　を備える、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の低電力状態に入ることと、
　前記第１の低電力状態に入る時にタイマを初期化することと、
　前記監視されたデータトラフィックにおいて前記特定の種類のデータトラフィックを観
測せずに前記タイマが終了した場合に、前記第２の低電力状態に入ることをトリガするこ
とと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の低電力状態に入ることと、
　前記第１の低電力状態と関連付けられたスリープウィンドウのサイズを追跡するために
カウンタを初期化することと、
　前記カウンタが所定のしきい値に達した場合に前記第２の低電力状態に入ることをトリ
ガすることと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記スリープウィンドウの前記サイズが増加するごとに前記カウンタをインクリメント
することと、
　前記スリープウィンドウの前記サイズが減少した場合に前記カウンタをゼロにリセット
することと
　をさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の低電力状態に入ることと、
　前記第１の低電力状態と関連付けられた利用可能なウィンドウのサイズおよびスリープ
ウィンドウの前記サイズに基づいてスリープ比率を判定することと、
　前記スリープ比率がしきい値より大きいか等しい場合に、前記第２の低電力状態に入る
ことをトリガすることと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するための装置であって、
　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視するための手段と、
　前記監視されたデータトラフィックに基づいて、低い総データトラフィックの期間を識
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別するための手段と、
　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に前記監視されたデータトラフ
ィックにおいて観測されたかどうかを、低い総データトラフィックの前記識別された期間
中に判定するための手段と、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記監視されたデータトラフィックにおいて観
測されたかどうかを判定することに基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態
で動作するべきかどうかを決定するための手段と
　を備える装置。
【請求項１１】
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に前記監視されたデー
タトラフィックにおいて観測されたかどうかを判定するための前記手段は、
　前記種類のデータトラフィックを識別するために、１つまたは複数のデータトラフィッ
ク接続識別（ＣＩＤ）を調べるための手段
　を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の低電力状態は、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数のコンポー
ネントがパワーダウンされる低電力状態を備え、
　前記第２の低電力状態は、前記第１の低電力状態においてパワーダウンされた前記１つ
または複数のコンポーネントに加えて、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数
のコンポーネントがパワーダウンされる、前記第１の低電力状態よりも深い低電力状態を
備える、
　請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記特定の種類のデータトラフィックが、管理またはメンテナンス目的のどちらのため
でもないトラフィックを備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記監視されたデータトラフィックにおいて観
測されたかどうかを判定することに基づいて、前記第１の低電力状態または前記第２の低
電力状態で動作するべきかどうかを決定するための前記手段は、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測された場合に、
前記第１の低電力状態で動作するように決定するための手段か、または、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測されない場合に
、前記第２の低電力状態で動作するように決定するための手段
　を備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１の低電力状態に入るための手段と、
　前記第１の低電力状態に入る時にタイマを初期化するための手段と、
　前記監視されたデータトラフィックにおいて前記特定の種類のデータトラフィックを観
測せずに前記タイマが終了した場合に、前記第２の低電力状態に入ることをトリガするた
めの手段と
　をさらに備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の低電力状態に入るための手段と、
　前記第１の低電力状態と関連付けられたスリープウィンドウのサイズを追跡するために
カウンタを初期化するための手段と、
　前記カウンタが所定のしきい値に達した場合に前記第２の低電力状態に入ることをトリ
ガするための手段と
　をさらに備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記スリープウィンドウの前記サイズが増加するごとに前記カウンタをインクリメント
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するための手段と、
　前記スリープウィンドウの前記サイズが減少した場合に前記カウンタをゼロにリセット
するための手段と
　をさらに備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１の低電力状態に入るための手段と、
　前記第１の低電力状態と関連付けられた利用可能なウィンドウのサイズおよびスリープ
ウィンドウの前記サイズに基づいてスリープ比率を判定するための手段と、
　前記スリープ比率がしきい値より大きいか等しい場合に、前記第２の低電力状態に入る
ことをトリガするための手段と
　をさらに備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するための装置であって、
　　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視し、
　　前記監視されたデータトラフィックに基づいて、低い総データトラフィックの期間を
識別し、
　　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に前記監視されたデータトラ
フィックにおいて観測されたかどうかを、低い総データトラフィックの前記識別された期
間中に判定し、
　　前記特定の種類のデータトラフィックが前記監視されたデータトラフィックにおいて
観測されたかどうかを判定することに基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状
態で動作するべきかどうかを決定する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと
　を備える装置。
【請求項２０】
　命令を記憶したコンピュータ読取可能記憶媒体であって、前記命令が、
　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視し、
　前記監視されたデータトラフィックに基づいて、低い総データトラフィックの期間を識
別し、
　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に前記監視されたデータトラフ
ィックにおいて観測されたかどうかを、低い総データトラフィックの前記識別された期間
中に判定し、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記監視されたデータトラフィックにおいて観
測されたかどうかを判定することに基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態
で動作するべきかどうかを決定する
　ために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータ読取可能記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本開示のある特定の態様は、概して、ワイヤレス通信に関し、より具体的には
、省電力モード（power saving modes）の使用を通したワイヤレスネットワークのエネル
ギー効率に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　ワイヤレス通信システムは、電話通信、映像、データ、メッセージング、およ
びブロードキャストのような、様々な電気通信サービスを提供するために幅広く展開され
ている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（例えば、帯
域幅、送信電力）を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートすることが
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できる多元接続技術を用いうる。このような多元接続技術の例は、符号分割多元接続（Ｃ
ＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波
数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ
－ＳＣＤＭＡ）システムを含む。
【０００３】
　[0003]　これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが、地方自治体レベル、
全国レベル、地域レベル、および世界的レベルでも通信することを可能にする共通のプロ
トコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信
規格の１つの例はＬＴＥである。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３
ＧＰＰ）によって広められたユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）のモバ
イル規格に対する改良（enhancement）のセットである。それは、スペクトル効率を改善
することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし
、コストを下げ、サービスを改善させ、新しいスペクトルを活用し、ダウンリンク（ＤＬ
）上ではＯＦＤＭＡを、アップリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭＡを、そして多入力多
出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して、他のオープン規格とより良く統合するように
設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し
続けるにつれて、ＬＴＥ技術における更なる改良に対する必要性が存在する。望ましくは
、これらの改良は、これらの技術を用いる電気通信規格および他の多元接続技術に適用可
能であるべきである。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]　本開示のある特定の態様は、ワイヤレス通信ネットワークにおける省電力モー
ドを選択するための方法を提供する。この方法は、概して、ネットワークにおけるデータ
トラフィックを監視することと、低いデータトラフィックが観測された場合に、既定の継
続時間の間に何らかのリアルデータトラフィック（real data traffic）があるかを判定
することと、何らかのリアルデータトラフィックが既定の継続時間の間に観測された場合
にスリープモードに入ることと、リアルデータトラフィックが既定の継続時間の間に何も
観測されない場合に、アイドルモードに入ることとを含む。
【０００５】
　[0005]　本開示のある特定の態様は、ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するた
めの装置を提供する。この装置は、概して、ネットワークにおけるデータトラフィックを
監視するための手段と、特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に観測さ
れたかを、低い総データトラフィック（low overall data traffic）の期間中に判定する
ための手段と、その判定に基づいて第１の低電力状態または第２の低電力状態に入ること
をトリガすべきかどうかを決定するための手段とを含む。
【０００６】
　[0006]　本開示のある特定の態様は、ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するた
めの装置を提供する。この装置は、概して、ネットワークにおけるデータトラフィックを
監視し、特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に観測されたかを、低い
総データトラフィックの期間中に判定し、その判定に基づいて第１の低電力状態または第
２の低電力状態に入ることをトリガすべきかどうかを決定するように構成された少なくと
も１つのプロセッサと、その少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリとを含む。
【０００７】
　[0007]　本開示のある特定の態様は、記憶された命令を有するコンピュータ読取可能媒
体を備えるコンピュータプログラム製品を提供する。その命令は、概して、ネットワーク
におけるデータトラフィックを監視し、特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時
間の間に観測されたかを、低い総データトラフィックの期間中に判定し、その判定に基づ
いて第１の低電力状態または第２の低電力状態に入ることをトリガすべきかどうかを決定
するために、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である。
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【０００８】
　[0008]　本開示の特徴が詳細に理解されるように、上記で簡単にまとめられたもののよ
り具体的な説明が態様への参照によってなされ、その態様のいくつかは添付の図面に例示
されている。しかしながら、添付の図面は本開示のある特定の典型的な態様のみを例示し
ており、したがって、その説明が他の同等に効果的な態様を認めうるため、その範囲を限
定するものと考慮されるべきではないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】[0009]　本開示のある特定の態様にしたがった、実例的なワイヤレス通信システ
ムを例示する図。
【図２】[0010]　本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレスデバイスにおいて利
用されうる様々なコンポーネントを例示する図。
【図３】[0011]　本開示のある特定の態様にしたがった、直交周波数分割多重／直交周波
数分割多元接続（ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ）技術を利用するワイヤレス通信システム内で使
用されうる、実例的な送信機および実例的な受信機を例示する図。
【図４】[0012]　本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレスネットワークにおけ
る省電力モードを選択するための実例的な動作を例示する図。
【図５】[0013]　本開示のある特定の態様にしたがった、モバイル局の実例的なアクティ
ビティを時間的に（in time）例示する図。
【図６】[0014]　本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレスネットワークにおけ
る省電力モードを選択するための実例的な動作を例示する図。
【詳細な説明】
【００１０】
　[0015]　ある特定の態様は、図面を参照してここに説明され、ここでは、類似した参照
数字が類似した要素を全体にわたって指すように使用される。以下の記述では、説明の目
的のため、ある特定の態様の完全な理解を提供するために、多数の特定の詳細が述べられ
る。しかしながら、（１つまたは複数の）そのような態様が、これらの特定の詳細なしに
実施されうることがありうる。他の事例では、周知の構造およびデバイスが、ある特定の
態様を説明することを容易にするためにブロック図の形態で示される。
【００１１】
実例的なワイヤレス通信システム
　[0016]　ここに説明される技法は、直交多重方式に基づく通信システムを含む様々なブ
ロードバンドワイヤレス通信システムのために使用されうる。そのような通信システムの
例は、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多
元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムなどを含む。ＯＦＤＭＡシステムは、システム全体の
帯域幅を複数の直交サブキャリアに分ける変調技法である直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ
）を利用する。これらのサブキャリアはまた、トーン、ビンなどとも呼ばれうる。ＯＦＤ
Ｍを用いると、それぞれのサブキャリアはデータと独立して変調されうる。ＳＣ－ＦＤＭ
Ａシステムは、システムの帯域幅にわたって分散されるサブキャリア上で送信するために
インターリーブされたＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ）を利用しうるか、隣接したサブキャリアの
ブロック上で送信するために局所化されたＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）を利用しうるか、また
は隣接したサブキャリアの複数のブロック上で送信するために拡張されたＦＤＭＡ（ＥＦ
ＤＭＡ）を利用しうる。一般的に、変調シンボルは、周波数領域ではＯＦＤＭを用いて送
られ、時間領域ではＳＣ－ＦＤＭＡを用いて送られる。
【００１２】
　[0017]　直交多重方式に基づく通信システムの１つの例はＷｉＭＡＸシステムである。
Worldwide Interoperability for Microwave Accessを表すＷｉＭＡＸは、長距離にわた
って高スループットのブロードバンド接続を提供する規格ベースのブロードバンドワイヤ
レス技術である。今日、ＷｉＭＡＸの２つの主なアプリケーションがあり、それは、固定
ＷｉＭＡＸとモバイルＷｉＭＡＸである。固定ＷｉＭＡＸアプリケーションは、例えば、
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自宅や会社へのブロードバンドアクセスを可能にする１対多地点（point-to-multipoint
）である。モバイルＷｉＭＡＸは、ＯＦＤＭおよびＯＦＤＭＡに基づいており、ブロード
バンドスピードでセルラネットワークの十分なモビリティを提供する。
【００１３】
　[0018]　電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６は、固定およびモバイルのブロ
ードバンドワイヤレスアクセス（ＢＷＡ）システムのためのエアインターフェースを定義
づけるための新生の規格化団体である。これらの規格は、少なくとも４つの異なる物理層
（ＰＨＹ）および１つの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層を定義づける。４つの物理層のう
ちのＯＦＤＭおよびＯＦＤＭＡ物理層は、それぞれ、固定およびモバイルのＢＷＡエリア
で最も普及している。
【００１４】
　[0019]　当業者が以下に続く詳細な説明から容易に理解することになるように、ここに
提示される様々な概念は、ＷｉＭＡＸアプリケーションによく適している。しかしながら
、これらの概念は、他の変調技法および多元接続技法を用いる他の電気通信規格に容易に
拡張されうる。例として、これらの概念は、エボリューションデータ最適化（ＥＶ－ＤＯ
）、またはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）に拡張されうる。ＥＶ－ＤＯおよ
びＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００ファミリの規格の一部として、第３世代パートナーシップ
プロジェクト２（３ＧＰＰ２）によって広められたエアインターフェース規格であり、モ
バイル局にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにＣＤＭＡを用いる。
これらの概念はまた、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））、およびＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡのようなＣＤＭＡの他の変形物を用いるユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ
）、ＴＤＭＡを用いるモバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））
、ＯＦＤＭＡを用いる、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバ
ンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＬＴＥ、ＩＥＥＥ８０２．２０
、およびフラッシュＯＦＤＭに拡張されうる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴ
Ｅ、およびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの文書において説明されている。ＣＤＭＡ２００
０およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの文書において説明されている。用いられる実際
のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、システムに課せられる特定の用途および全
体的な設計の制約に依存するであろう。
【００１５】
　[0020]　図１は、本開示のある特定の態様が用いられうるワイヤレス通信システム１０
０の例を例示する。ワイヤレス通信システム１００は、ブロードバンドワイヤレス通信シ
ステムでありうる。ワイヤレス通信システム１００は、多くのセル１０２に通信を提供し
、セル１０２のうちのそれぞれは基地局１０４によってサービス提供される。基地局１０
４は、ユーザ端末１０６と通信する固定局でありうる。基地局１０４は代わりとして、ア
クセスポイント、ノードＢ、またはいくつかの他の専門用語で称されうる。
【００１６】
　[0021]　図１は、システム１００にわたって分散された様々なユーザ端末１０６を表す
。ユーザ端末１０６は、固定（つまり、静止）、またはモバイルでありうる。ユーザ端末
１０６は代わりとして、遠隔局、アクセス端末、端末、加入者ユニット、モバイル局、局
、ユーザ機器、などと称されうる。ユーザ端末１０６は、セルラ電話、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、ハンドヘルド型デバイス、ワイヤレスモデム、ラップトップ型コンピュータ、パ
ーソナルコンピュータなどのようなワイヤレスデバイスなどでありうる。
【００１７】
　[0022]　様々なアルゴリズムおよび方法は、基地局１０４およびユーザ端末１０６間の
ワイヤレス通信システム１００における伝送のために使用されうる。例えば、信号は、Ｏ
ＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ技法にしたがって、基地局１０４およびユーザ端末１０６間で送られ
、かつ受信されうる。この場合には、ワイヤレス通信システム１００はＯＦＤＭ／ＯＦＤ
ＭＡシステムと称されうる。
【００１８】



(8) JP 5964444 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

　[0023]　基地局１０４からユーザ端末１０６までの伝送を容易にする通信リンクはダウ
ンリンク１０８と称され、ユーザ端末１０６から基地局１０４までの伝送を容易にする通
信リンクはアップリンク１１０と称されうる。代わりとして、ダウンリンク１０８は順方
向リンクまたは順方向チャネルと称され、アップリンク１１０は逆方向リンクまたは逆方
向チャネルと称されうる。
【００１９】
　[0024]　セル１０２は複数のセクタ１１２に分割されうる。セクタ１１２はセル１０２
内の物理的なカバレージエリア（coverage area）である。ワイヤレス通信システム１０
０内の基地局１０４は、セル１０２の特定のセクタ１１２内の電力の流れを集めるアンテ
ナを利用しうる。そのようなアンテナは指向性アンテナと称されうる。
【００２０】
　[0025]　図２は、ワイヤレス通信システム１００内で用いられるワイヤレスデバイス２
０２において利用されうる様々なコンポーネントを例示する。ワイヤレスデバイス２０２
は、ここに説明される様々な方法をインプリメントするように構成されうるデバイスの例
である。ワイヤレスデバイス２０２は、基地局１０４またはユーザ端末１０６でありうる
。
【００２１】
　[0026]　ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２の動作を制御するプ
ロセッサ２０４を含みうる。プロセッサ２０４はまた、中央処理ユニット（ＣＰＵ）とも
称されうる。読取専用メモリ（ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方
を含みうるメモリ２０６は、プロセッサ２０４に命令およびデータを提供する。メモリ２
０６の一部分はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含みうる。プロ
セッサ２０４は通常、メモリ２０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて論理演算お
よび算術演算を行う。メモリ２０６における命令は、ここに説明された方法をインプリメ
ントするように実行可能でありうる。
【００２２】
　[0027]　ワイヤレスデバイス２０２はまた、ワイヤレスデバイス２０２および遠隔ロケ
ーション間でデータの送信および受信を許すための送信機２１０および受信機２１２を含
む筐体２０８を含みうる。送信機２１０および受信機２１２は、トランシーバ２１４に組
み合わされうる。アンテナ２１６は、筐体２０８に取り付けられ、トランシーバ２１４に
電気的に結合されうる。ワイヤレスデバイス２０２はまた、（示されていない）複数の送
信機、複数の受信機、複数のトランシーバ、および／または複数のアンテナを含みうる。
【００２３】
　[0028]　ワイヤレスデバイス２０２はまた、トランシーバ２１４によって受信された信
号のレベルを検出して定量化することを目指して使用されうる信号検出器２１８も含みう
る。信号検出器２１８は、総エネルギー、疑似雑音（ＰＮ）チップごとのパイロットエネ
ルギー、電力スペクトル密度、および他の信号のような信号を検出しうる。ワイヤレスデ
バイス２０２はまた、信号を処理する際の使用のために、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）２２０を含みうる。
【００２４】
　[0029]　ワイヤレスデバイス２０２の様々なコンポーネントは、データバスに加えて、
電力バス、制御信号バス、およびステータス信号バスを含みうるバスシステム２２２によ
って一緒に結合されうる。
【００２５】
　[0030]　図３は、ＯＦＤＭ／ＯＤＦＭＡを利用するワイヤレス通信システム１００内で
使用されうる送信機３０２の例を例示する。送信機３０２の各部分は、ワイヤレスデバイ
ス２０２の送信機２１０にインプリメントされうる。送信機３０２は、ダウンリンク１０
８上でユーザ端末１０６にデータ３０６を送信するために基地局１０４にインプリメント
されうる。送信機３０２はまた、アップリンク１１０上で基地局１０４にデータ３０６を
送信するためにユーザ端末１０６にインプリメントされうる。
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【００２６】
　[0031]　送信されるべきデータ３０６は、直列－並列（Ｓ／Ｐ）コンバータ３０８への
入力として提供されながら示される。Ｓ／Ｐコンバータ３０８は、送信データをＮ個の並
列データストリーム３１０に分けうる。
【００２７】
　[0032]　Ｎ個の並列データストリーム３１０は次いで、マッパ（mapper）３１２への入
力として提供されうる。マッパ３１２は、Ｎ個の並列データストリーム３１０をＮ個のコ
ンスタレーションポイント（constellation points）上にマッピングしうる。マッピング
は、２位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、４位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、８位相偏移変調（８Ｐ
ＳＫ）、直交振幅変調（ＱＡＭ）、および類似したもののような、いくつかの変調コンス
タレーションを使用して行われうる。したがって、マッパ３１２は、Ｎ個の並列シンボル
ストリーム３１６を出力し、それぞれのシンボルストリーム３１６は、逆フーリエ高速変
換（ＩＦＦＴ）３２０のＮ個の直交サブキャリアのうちの１つに対応している。これらの
Ｎ個の並列シンボルストリーム３１６は、周波数領域において表され、ＩＦＦＴコンポー
ネント３２０によってＮ個の並列時間領域サンプルストリーム３１８に変換されうる。
【００２８】
　[0033]　用語についての簡単な注釈がここに提供されるだろう。周波数領域におけるＮ
個の並列変調は、周波数領域におけるＮ個の変調シンボルに等しく、それは周波数領域に
おけるＮ個のマッピングおよびＮポイントＩＦＦＴ（N mapping and N-point IFFT）に等
しく、それは時間領域における１つの（有用な）ＯＦＤＭシンボルに等しく、それは時間
領域におけるＮ個のサンプルに等しい。時間領域における１つのＯＦＤＭシンボル、Ｎｓ
は、Ｎｃｐ（ＯＦＤＭシンボルごとのガードサンプル（guard samples）の数）＋Ｎ（Ｏ
ＦＤＭシンボルごとの有用なサンプルの数）に等しい。
【００２９】
　[0034]　Ｎ個の並列時間領域サンプルストリーム３１８は、並列－直列（Ｐ／Ｓ）コン
バータ３２４によって、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシンボルストリーム３２２に変換されうる
。ガード挿入コンポーネント３２６は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシンボルストリーム３２２
における連続的なＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシンボルの間にガードインターバルを挿入しうる
。ガード挿入コンポーネント３２６の出力は、次いで、無線周波数（ＲＦ）フロントエン
ド３２８によって所望の送信周波数帯域にアップコンバートされうる。アンテナ３３０は
、次いで、結果として生じる信号３３２を送信しうる。
【００３０】
　[0035]　図３はまた、ＯＦＤＭ／ＯＤＦＭＡを利用するワイヤレスデバイス２０２内で
使用されうる受信機３０４の例も例示する。受信機３０４の各部分は、ワイヤレスデバイ
ス２０２の受信機２１２にインプリメントされうる。受信機３０４は、ダウンリンク１０
８上で基地局１０４からデータ３０６を受信するためにユーザ端末１０６にインプリメン
トされうる。受信機３０４はまた、アップリンク１１０上でユーザ端末１０６からデータ
３０６を受信するために基地局１０４にインプリメントされうる。
【００３１】
　[0036]　送信された信号３３２は、ワイヤレスチャネル３３４を介して伝わることが示
される。信号３３２’がアンテナ３３０’によって受信されると、受信された信号３３２
’はＲＦフロントエンド３２８’によって、ベースバンド信号にダウンコンバートされう
る。ガード除去コンポーネント３２６’は、次いで、ガード挿入コンポーネント３２６に
よって、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシンボルの間に挿入されたガードインターバルを除去しう
る。
【００３２】
　[0037]　ガード除去コンポーネント３２６’の出力は、Ｓ／Ｐコンバータ３２４’に提
供されうる。Ｓ／Ｐコンバータ３２４’は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシンボルストリーム３
２２’をＮ個の並列時間領域シンボルストリーム３１８’に分割し、そのそれぞれは、Ｎ
個の直交サブキャリアのうちの１つに対応する。高速フーリエ変換（ＦＦＴ）コンポーネ
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ント３２０’は、Ｎ個の並列時間領域シンボルストリーム３１８’を周波数領域に変換し
、Ｎ個の並列周波数領域シンボルストリーム３１６’を出力しうる。
【００３３】
　[0038]　デマッパ（demapper）３１２’は、マッパ３１２によって行われたシンボルマ
ッピング動作の逆を行うため、Ｎ個の並列データストリーム３１０’を出力しうる。Ｐ／
Ｓコンバータ３０８’は、Ｎ個の並列データストリーム３１０’をシングルデータストリ
ーム３０６’に組み合わせうる。理想的には（ideally）、このデータストリーム３０６
’は、送信機３０２への入力として提供されたデータ３０６に対応する。要素３０８’、
３１０’、３１２’、３１６’、３２０’、３１８’、および３２４’は、ベースバンド
プロセッサにおいて全て見つけることができることに留意されたい。
【００３４】
ワイヤレスネットワークにおける省電力モードを判定するための実例的な方法、および省
電力モードに入るための実例的な方法
　[0039]　本開示のある特定の態様は、ワイヤレスネットワークにおけるモバイル局（Ｍ
Ｓ）のために省電力モードを選択するための方法および装置を提示する。省電力モードは
、既定の期間の間にＭＳで観測されるトラフィックの量および種類に基づいて選択されう
る。
【００３５】
　[0040]　ここに提供される技法は、異なるレベルの省電力状態を有する様々なワイヤレ
スネットワークにおいて使用されうる。
【００３６】
　[0041]　例えば、ワイヤレスネットワーク（例えば、ＷｉＭＡＸ）におけるモバイル局
の電力消費を低減するために、様々なワイヤレス規格（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ
）が複数の省電力状態を定義づけしうる。例えば、第１の低電力状態は、１つまたは複数
のコンポーネントが、時間のいくらかの割合の間、パワーダウンされるスリープモードに
対応し、それはスリープウィンドウ（sleep window）または「利用不可能（unavailable
）」な期間と称されうる。第２の低電力状態は、追加のコンポーネントがパワーダウンさ
れ、および／またはコンポーネントが、第１の低電力状態と比較してより長い時間の間パ
ワーダウンされる、より深い低電力状態（deeper low power state）に対応しうる。他の
ワイヤレスネットワークプロトコルは、類似したレベルまたは程度の、より低い電力状態
を有しうる。
【００３７】
　[0042]　本開示のある特定の態様は、トラフィックが少ない時に、ＭＳのために第１の
低電力状態と第２の低電力状態（例えば、スリープモードまたはアイドルモード）との間
で選択するための方法を提案する。一般的に、サービス提供中の基地局（ＢＳ）またはモ
バイル局の一方が、省電力モードをトリガしうる。
【００３８】
　[0043]　図４は、ＭＳのために低電力状態間で選択するための実例的な動作４００を例
示する。上記のように、この動作はＭＳによって、またはサービス提供中のＢＳによって
行われうる。例えば、サービス提供中のＢＳはＭＳのために低電力状態の選択を行い、次
いで、選択された低電力状態に入るようにＭＳに命令しうる。
【００３９】
　[0044]　４０２では、ネットワークにおけるデータトラフィックを監視することによっ
て、その動作が開始する。４０４では、特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時
間の間に観測されたかが、低い総データトラフィックの期間中に判定される。４０６では
、その判定に基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態に入ることをトリガす
べきかどうかの決定がなされる。
【００４０】
　[0045]　この種類のトラフィックは、メンテナンスまたは管理目的（制御トラフィック
）のためではないデータトラフィックを指す「リアルデータトラフィック」に対応しうる
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。
【００４１】
　[0046]　ＷｉＭＡＸのようないくつかのワイヤレス規格では、接続識別（ＣＩＤ：conn
ection identification）が、ＭＳおよびＢＳ間の物理的なトラフィックパスを識別する
ために使用されうる。リアルデータトラフィック（例えば、管理およびメンテナンスの目
的に向けられたトラフィックを除く）は、ユニキャストおよびマルチキャストのデータト
ラフィックを含むアップリンク（ＵＬ）およびダウンリンク（ＤＬ）データトラフィック
ＣＩＤによって識別されうる。ＣＩＤを使用して、ある特定の態様は、どのようにＭＳ開
始のスリープモードまたはアイドルモードをトリガすべきかを決定する。
【００４２】
　[0047]　ある期間の間、ＭＳはデータトラフィックを何も観測しないこともあり、また
は、データトラフィックが低いこともある。ＭＳは、既定の期間にいずれかの有効なダウ
ンリンクまたはアップリンクのユニキャストあるいはマルチキャストＣＩＤがあるかを周
期的にチェックしうる。ある特定の態様では、ＭＳがいずれかのＤＬ／ＵＬのユニキャス
トまたはマルチキャストＣＩＤを既定の期間の間に観測した場合、ＭＳはＭＳ開始のスリ
ープモードをトリガしうる。既定の期間の間にＭＳがいずれのＤＬ／ＵＬのユニキャスト
またはマルチキャストＣＩＤも観測しない場合、ＭＳはＭＳ開始のアイドルモードをトリ
ガしうる。
【００４３】
　[0048]　図５は、低電力状態が本開示のある特定の態様にしたがって選択されるＭＳに
ついての実例的なタイミング図５００を例示する。
【００４４】
　[0049]　例示されているように、ＭＳ５０６は、（例えば、利用可能なウィンドウ５０
２の間）ＢＳからデータトラフィックを受信するために利用可能でありうる。ＢＳからの
リアルデータトラフィックが何もないままいくらかの時間が経過した後（例えば、５１２
）、ＭＳはスリープモードを開始しうる。ある特定の態様では、ＭＳがスリープモードに
入ると、ＭＳはスリープタイマ５０８をスタートしうる。スリープタイマは既定の期間の
間、起動するように構成されうる。スリープタイマが時間切れになる前の任意の時間に、
スリープモードの動作が停止された場合、スリープタイマは削除（deleted）されうる。
スリープモードの動作が停止されず、スリープタイマが既定の期間後に時間切れになった
場合（例えば、５０９）、ＭＳはアイドルモード５１０をトリガしうる。
【００４５】
　[0050]　別の態様では、スリープタイマが起動している間、ＭＳは、スリープウィンド
ウ５０４（例えば、ＭＳが利用不可能であるウィンドウ）のサイズの経過を追跡すること
ができる。スリープウィンドウのサイズがある特定の回数分継続して増加する場合、ＭＳ
はスリープタイマを削除し、アイドルモードをトリガしうる。一般的に、スリープウィン
ドウのそれぞれの時間サイズは固定量または可変量だけ増加しうる。例えば、カウンタが
、スリープウィンドウのサイズが増加する回数の経過を追跡するために使用されうる。カ
ウンタは、スリープウィンドウのサイズが増加するごとに、その前の値に１を付加しうる
。カウンタが既定のしきい値に達した場合、ＭＳはアイドルモードをトリガするための手
順をスタートしうる。スリープウィンドウのサイズが減少すると、カウンタはゼロにリセ
ットされうる。
【００４６】
　[0051]　いくつかの場合において、低電力状態は、デバイスがアウェイク（awake）か
つリスニング（listening）である時間に対する、デバイスが（コンポーネントがパワー
ダウンされたまま）低電力状態にある時間の量を表すパラメータに基づいて、選択されう
る。
【００４７】
　[0052]　例えば、スリープ比率（sleep ratio）は、以下のように、それぞれのスリー
プサイクルについて定義づけられうる。
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【数１】

【００４８】
ただし、ｓｒはスリープ比率であり、ｌｗはリスニングウィンドウ（例えば、ＭＳが利用
可能である時間のウィンドウ）のサイズであり、ｓｗはスリープウィンドウ（例えば、Ｍ
Ｓが利用不可能である時間のウィンドウ）のサイズである。
【００４９】
　既定の期間の間、ＭＳがスリープモードにあり、スリープ比率がしきい値より高い場合
（例えば、９５％）、ＭＳはアイドルモードをトリガしうる（例えば、より多くの電力を
節約するためにディープスリープ（deep sleep）の状態になる）。
【００５０】
　[0053]　図６は、本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレスネットワークにお
ける省電力モードを選択するための実例的な動作６００を例示する。動作６００は、図４
に示される、より一般的な動作４００のインプリメンテーション例と考慮されうる。
【００５１】
　[0054]　６０２において、デバイス（例えば、ＭＳまたはＢＳ）は、ネットワーク上の
データトラフィックを監視しうる。６０４では、低いデータトラフィックが観測された場
合に、デバイスは何らかのリアルデータトラフィックが既定の継続時間の間にあったかを
判定しうる。６０６では、デバイスが、何らかのリアルデータトラフィックが既定の継続
時間の間に観測されたかをみるためにチェックしうる。６０８では、何らかのリアルデー
タトラフィックが既定の継続時間の間に観測された場合に、デバイスはスリープモードに
入りうる。６１０では、リアルデータトラフィックが既定の継続時間の間に何も観測され
ない場合に、デバイスはアイドルモードに入りうる。
【００５２】
　[0055]　ある特定の態様によると、ＭＳデバイスは、第１の低電力状態（例えば、スリ
ープモード）に入る時にタイマ（例えば、スリープタイマ）を初期化し、タイマが時間切
れになる時に第２の低電力状態（例えば、アイドルモード）に入ることをトリガしうる。
【００５３】
　[0056]　デバイスは、スリープモードの動作が停止されるとスリープタイマを削除しう
る。先に説明されたように、デバイスはまた、スリープタイマが起動している間、スリー
プウィンドウのサイズを追跡するためにカウンタを初期化し、カウンタが既定のしきい値
に達するとアイドルモードに入りうる。
【００５４】
　[0057]　ここに説明された方法は、ＭＳが、その電池寿命を増加させるために省電力モ
ードを効率的に選択することを許しうる。提案された方法は、複数の省電力モード（例え
ば、ＷｉＭＡＸ、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、ウルトラモバイルブロード
バンド（ＵＭＢ）、および類似したもの）をサポートするあらゆるワイヤレス技術におい
て使用されうる。一般的に、デバイスは２つまたは複数の省電力モードを有しうる。提案
された方法は、任意の数の省電力モードをサポートするためのデバイスによって使用され
うる。
【００５５】
　[0058]　本開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、およ
び回路は、ここに説明された機能を行うように設計された、汎用プロセッサ、デジタルシ
グナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラ
マブルゲートアレイシグナル（ＦＰＧＡ）、または他のプログラマブル論理デバイス（Ｐ
ＬＤ）、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、または
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それらの任意の組み合わせを用いて、インプリメントまたは行われうる。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサでありうるが、その代わりに、プロセッサは、商業的に利用可能
なあらゆるプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンで
ありうる。プロセッサはまた、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複
数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、
または、任意の他のこのような構成のような、コンピューティングデバイスの組み合わせ
としてインプリメントされうる。
【００５６】
　[0059]　本開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウ
ェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはその
２つの組み合わせで、具現化されうる。ソフトウェアモジュールは、当該技術で知られて
いる任意の形態の記憶媒体に存在しうる。使用されうる記憶媒体のうちのいくつかの例は
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、
ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭなどを含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令または多くの命
令を備え、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラム間で、およ
び複数の記憶媒体にわたって、分散されうる。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情
報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合されう
る。その代わりに、記憶媒体はプロセッサに組み込まれうる。
【００５７】
　[0060]　ここに開示された方法は、説明された方法を達成するための１つまたは複数の
ステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび／またはアクションは、本願
の特許請求の範囲から逸脱せずに、互いに置き換えられうる。言い換えると、ステップま
たはアクションの特定の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび／またはア
クションの順序および／または使用は、特許請求の範囲から逸脱せずに変更されうる。
【００５８】
　[0061]　説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそ
れらの任意の組み合わせにおいてインプリメントされうる。ソフトウェアにインプリメン
トされる場合、機能は、コンピュータ読取可能媒体上に、１つまたは複数の命令として記
憶されうる。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体で
ありうる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶デ
バイスまたは他の磁気記憶デバイス、あるいはコンピュータによってアクセスできる命令
またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され
ることができる任意の他の媒体を備えることができる。ここで使用されるようなディスク
（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（
登録商標）、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録
商標）ディスク、およびブルーレイ（登録商標）ディスクを含み、ディスク（disk）は通
常、磁気的にデータを再生するが、ディスク（disc）は、レーザーを用いて光学的にデー
タを再生する。他の例およびインプリメンテーションは、本開示および特許請求の範囲の
趣旨および範囲内にある。例えば、ソフトウェアの本質により、上記で説明された機能は
、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハード
ワイヤリング、またはこれらの任意の組み合わせを使用してインプリメントされることが
できる。機能をインプリメントする特徴はまた、様々な位置において物理的に配置され、
それは、機能の各部分が異なる物理的な位置においてインプリメントされるように分散さ
れることを含む。また、ここに使用されるように、特許請求の範囲を含む、「のうちの少
なくとも１つ」で始まる項目のリストで使用される「または（or）」は、例えば「Ａ、Ｂ
、またはＣのうちの少なくとも１つ」のリストが、Ａ、またはＢ、またはＣ、またはＡＢ
、またはＡＣ、またはＢＣ、またはＡＢＣ（すなわち、Ａ、およびＢ、およびＣ）を意味
するように離接的なリスト（disjunctive list）を示す。
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【００５９】
　[0062]　ソフトウェアまたは命令はまた、伝送媒体を介して送信されうる。例えば、ソ
フトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回
線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用し
て、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、
光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波
のようなワイヤレス技術は、伝送媒体の定義に含まれる。
【００６０】
　[0063]　さらに、ここに説明された方法および技法を行うためのモジュールおよび／ま
たは他の適切な手段が、ダウンロードされうること、および／または、そうでなければ、
適宜、ユーザ端末および／または基地局によって、取得されうることが理解されるべきで
ある。例えば、そのようなデバイスは、ここに説明された方法を行うための手段の転送を
容易にするために、サーバに結合されることができる。代わりとして、ここに説明される
様々な方法は、ユーザ端末および／または基地局が、記憶手段をデバイスに結合または提
供して様々な方法を取得することができるように、記憶手段（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、
コンパクトディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクのような物理記憶媒体、など）を
介して提供されることができる。さらに、ここに説明された方法および技法をデバイスに
提供するための任意の他の適した技法が利用されることができる。
【００６１】
　[0064]　本願の特許請求の範囲が、上記に例示された、まさにその構成およびコンポー
ネントに限定されないことが理解されるべきである。様々な変更、改変、および変形が、
本願の特許請求の範囲から逸脱せずに、上記に説明された方法および装置の配置、動作、
および詳細においてなされうる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するための方法であって、
　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視することと、
　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に観測されたかを、低い総デー
タトラフィックの期間中に判定することと、
　前記判定に基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態に入ることをトリガす
べきかどうかを決定することと
　を備える方法。
　［Ｃ２］
　特定の種類のデータトラフィックが既定の継続時間にわたって観測されたかを判定する
ことは、
　前記種類のデータトラフィックの検出を識別するために、１つまたは複数のデータトラ
フィック接続識別（ＣＩＤ）を調べること
　を備える、請求項１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記第１の低電力状態は、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数のコンポー
ネントがパワーダウンされる低電力状態を備え、
　前記第２の低電力状態は、前記第１の低電力状態においてパワーダウンされた前記１つ
または複数のコンポーネントに加えて、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数
のコンポーネントがパワーダウンされる、前記第１の低電力状態よりも深い低電力状態を
備える、
　請求項１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記特定の種類のデータトラフィックが、管理またはメンテナンス目的のどちらのため
でもないトラフィックを備える、請求項３に記載の方法。
　［Ｃ５］
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　前記判定に基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態に入るべきかどうかを
決定することは、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測された場合に、
前記第１の低電力状態に入るように決定することか、または、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測されない場合に
、前記第２の低電力状態に入るように決定すること、
　を備える、請求項３に記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記第１の低電力状態に入る時にタイマを初期化することと、
　前記特定の種類のデータトラフィックを観測せずに前記タイマが終了した場合に、前記
第２の低電力状態に入ることをトリガすることと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記第１の低電力状態と関連付けられたスリープウィンドウのサイズを追跡するために
カウンタを初期化することと、
　前記カウンタが所定のしきい値に達した場合に前記第２の低電力状態に入ることと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記スリープウィンドウのサイズが増加するごとに前記カウンタをインクリメントする
ことと、
　前記スリープウィンドウの前記サイズが減少した場合に前記カウンタをゼロにリセット
することと
　をさらに備える、請求項７に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記第１の低電力状態と関連付けられた利用可能なウィンドウのサイズおよびスリープ
ウィンドウの前記サイズに少なくとも基づいてスリープ比率を判定することと、
　前記スリープ比率がしきい値より大きいか等しい場合に、前記第２の低電力状態に入る
ことと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するための装置であって、
　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視するための手段と、
　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に観測されたかを、低い総デー
タトラフィックの期間中に判定するための手段と、
　前記判定に基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態に入ることをトリガす
べきかどうかを決定するための手段と
　を備える装置。
　［Ｃ１１］
　特定の種類のデータトラフィックが既定の継続時間にわたって観測されたかを判定する
ための前記手段は、
　前記種類のデータトラフィックの検出を識別するために、１つまたは複数のデータトラ
フィック接続識別（ＣＩＤ）を調べるための手段
　を備える、請求項１０に記載の装置。
　［Ｃ１２］
　前記第１の低電力状態は、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数のコンポー
ネントがパワーダウンされる低電力状態を備え、
　前記第２の低電力状態は、前記第１の低電力状態においてパワーダウンされた前記１つ
または複数のコンポーネントに加えて、前記ワイヤレスデバイスのうちの１つまたは複数
のコンポーネントがパワーダウンされる、前記第１の低電力状態よりも深い低電力状態を
備える、
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　請求項１０に記載の装置。
　［Ｃ１３］
　前記特定の種類のデータトラフィックが、管理またはメンテナンス目的のどちらのため
でもないトラフィックを備える、請求項１２に記載の装置。
　［Ｃ１４］
　前記判定に基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態に入るべきかどうかを
決定するための前記手段は、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測された場合に、
前記第１の低電力状態に入るように決定するための手段か、または、
　前記特定の種類のデータトラフィックが前記所定の継続時間の間に観測されない場合に
、前記第２の低電力状態に入るように決定するための手段
　を備える、請求項１２に記載の装置。
　［Ｃ１５］
　前記第１の低電力状態に入る時にタイマを初期化するための手段と、
　前記特定の種類のデータトラフィックを観測せずに前記タイマが終了した場合に、前記
第２の低電力状態に入ることをトリガするための手段と
　をさらに備える、請求項１２に記載の装置。
　［Ｃ１６］
　前記第１の低電力状態と関連付けられたスリープウィンドウのサイズを追跡するために
カウンタを初期化するための手段と、
　前記カウンタが所定のしきい値に達した場合に前記第２の低電力状態に入るための手段
と
　をさらに備える、請求項１２に記載の装置。
　［Ｃ１７］
　前記スリープウィンドウのサイズが増加するごとに前記カウンタをインクリメントする
ための手段と、
　前記スリープウィンドウの前記サイズが減少した場合に前記カウンタをゼロにリセット
するための手段と
　をさらに備える、請求項１６に記載の装置。
　［Ｃ１８］
　前記第１の低電力状態と関連付けられた利用可能なウィンドウのサイズおよびスリープ
ウィンドウの前記サイズに少なくとも基づいてスリープ比率を判定するための手段と、
　前記スリープ比率がしきい値より大きいか等しい場合に、前記第２の低電力状態に入る
ための手段と
　をさらに備える、請求項１２に記載の装置。
　［Ｃ１９］
　ワイヤレスデバイスの省電力モードを選択するための装置であって、
　　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視し、
　　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に観測されたかを、低い総デ
ータトラフィックの期間中に判定し、
　　前記判定に基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態に入ることをトリガ
すべきかどうかを決定する
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと
　を備える装置。
　［Ｃ２０］
　記憶された命令を有するコンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータプログラム製
品であって、前記命令が、
　ネットワークにおけるデータトラフィックを監視し、
　特定の種類のデータトラフィックが所定の継続時間の間に観測されたかを、低い総デー
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タトラフィックの期間中に判定し、
　前記判定に基づいて、第１の低電力状態または第２の低電力状態に入ることをトリガす
べきかどうかを決定する
　ために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、コンピュータプログラム
製品。

【図１】 【図２】
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